
    ○ 横 浜 市 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程  

                      平 成 11 年 ３ 月 24 日  

                 最 近 改 正  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

                    交 通 局 達 第 ６ 号  

 

横 浜 市 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程  

交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 ( 昭 和 57 年 ５ 月 交 通 局 達 第 22 号

) の 全 部 を 改 正 す る 。  

 

( 趣 旨 )  

第 １ 条  横 浜 市 交 通 局 が 発 注 す る 工 事 及 び 製 造 ( 物 品 の 製 造 を 除 く

) の 請 負 ( 以 下 「 工 事 」 と い う 。 ) の 監 督 事 務 の 取 扱 い に つ い て

は 、 別 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

( 用 語 の 意 義 )  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 工 事 担 当 部  技 術 管 理 部 及 び 工 務 部 を い う 。  

(2) 工 事 担 当 部 長  工 事 担 当 部 の 長 を い う 。  

(3) 監 督 員  横 浜 市 交 通 局 契 約 規 程 ( 平 成 20 年 ３ 月 交 通 局 規 程 第

11 号 。 以 下 「 契 約 規 程 」 と い う 。 ) 第 ２ 条 に お い て 準 用 す る 横

浜 市 契 約 規 則 ( 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 59 号 。 以 下 「 契 約 規

則 」 と い う 。 ) 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 監 督 職 員 等 を い う 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 契

約 規 程 第 ２ 条 に お い て 準 用 す る 契 約 規 則 の 例 に よ る 。  

 

( 監 督 員 の 一 般 的 職 務 等 )  

第 ３ 条  監 督 員 と し て 総 括 監 督 員 、 主 任 監 督 員 及 び 担 当 監 督 員 を 置

く 。  

２  総 括 監 督 員 は 、 工 事 を 監 督 す る 課 の 長 又 は こ れ に 準 ず る 職 に あ

る 者 を も っ て 充 て 、 次 の 職 務 を 担 当 す る 。  

(1) 契 約 の 履 行 に つ い て の 請 負 人 に 対 す る 指 示 、 承 諾 及 び 協 議 (

以 下 「 指 示 等 」 と い う 。 ) に 関 す る こ と ( 重 要 な も の に 限 る 。

) 。  

(2) 関 連 す る 複 数 の 工 事 に 係 る 工 程 等 の 調 整 に 関 す る こ と ( 重 要

な も の に 限 る 。 ) 。  

(3) 主 任 監 督 員 及 び 担 当 監 督 員 に 対 す る 指 揮 監 督 に 関 す る こ と 。  

３  主 任 監 督 員 は 、 工 事 を 監 督 す る 係 の 長 又 は こ れ に 準 ず る 職 に あ

る 者 を も っ て 充 て 、 次 の 職 務 を 担 当 す る 。  

(1) 契 約 の 履 行 に つ い て の 請 負 人 に 対 す る 指 示 等 に 関 す る こ と (

前 項 第 １ 号 及 び 次 項 第 １ 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 )  



(2) 関 連 す る 複 数 の 工 事 に 係 る 工 程 等 の 調 整 に 関 す る こ と ( 前 項

第 ２ 号 及 び 次 項 第 ２ 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 )  

(3) 担 当 監 督 員 に 対 す る 指 揮 監 督 に 関 す る こ と 。  

４  担 当 監 督 員 は 、 工 事 担 当 部 の 技 術 職 の 職 員 又 は 地 方 自 治 法 施 行

令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の 15 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 管 理

者 か ら 監 督 の 委 託 を 受 け た 者 を も っ て 充 て 、 次 の 職 務 を 担 当 す る 。  

(1) 契 約 の 履 行 に つ い て の 請 負 人 に 対 す る 指 示 等 に 関 す る こ と (

軽 易 な も の に 限 る 。 ) 。  

(2) 関 連 す る 複 数 の 工 事 に 係 る 工 程 等 の 調 整 に 関 す る こ と ( 軽 易

な も の に 限 る 。 ) 。  

(3) 請 負 人 が 作 成 し た 設 計 図 書 に 基 づ く 工 事 の 施 行 の た め の 詳 細

図 の 承 諾 及 び 交 付 に 関 す る こ と 。  

(4) 設 計 図 書 に 基 づ く 工 程 の 管 理 、 立 会 い 、 工 事 の 施 行 状 況 の 検

査 並 び に 工 事 材 料 の 試 験 及 び 検 査 に 関 す る こ と 。  

５  総 括 監 督 員 は 、 監 督 員 と し て の 職 務 の ほ か 、 主 任 監 督 員 及 び 担

当 監 督 員 の 監 督 事 務 の 遂 行 に つ い て 調 整 を 図 り 、 必 要 に 応 じ て 監

督 員 を 代 表 す る 。  

６  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 担 当 部 長 が 必 要 な い と 認 め る

と き は 、 主 任 監 督 員 又 は 担 当 監 督 員 の い ず れ か １ 人 を 置 か な い こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 主 任 監 督 員 を 置 か な い と き の 総

括 監 督 員 は 主 任 監 督 員 の 職 務 を 、 担 当 監 督 員 を 置 か な い と き の 主

任 監 督 員 は 担 当 監 督 員 の 職 務 を そ れ ぞ れ 担 当 す る も の と し て 、 こ

の 規 程 の 規 定 を 適 用 す る 。  

７  第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 担 当 部 長 が 特 別 の 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 自 ら を 総 括 監 督 員 と す る こ と が で き る 。  

 

( 監 督 員 の 任 命 )  

第 ４ 条  監 督 員 は 、 工 事 担 当 部 長 が 任 命 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 監 督 員 の 任 命 は 、 書 面 に よ り 行 う 。 監 督 員 を

変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

３  工 事 担 当 部 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 監 督 員 を 任 命 し た と き は 、

書 面 を も っ て 、 そ の 旨 を 請 負 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

４  工 事 担 当 部 長 は 、 １ 工 事 に つ い て 主 任 監 督 員 又 は 担 当 監 督 員 を

そ れ ぞ れ ２ 人 以 上 任 命 し 、 監 督 事 務 を 分 担 さ せ る と き は 、 そ の 分

担 さ せ る 内 容 を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

 

( 施 工 の 管 理 の 状 況 の 報 告 )  

第 ５ 条  担 当 監 督 員 は 、 必 要 に 応 じ 、 施 工 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、

主 任 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  主 任 監 督 員 は 、 前 項 の 報 告 が あ っ た 時 は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を

総 括 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  



 

( 工 事 の 促 進 )  

第 ６ 条  担 当 監 督 員 は 、 工 事 の 進 捗 状 況 を 工 程 表 と 照 合 し 、 工 事 の

促 進 に つ い て 、 請 負 人 に 必 要 な 指 示 を し な け れ ば な ら な い 。  

２  担 当 監 督 員 は 、 工 事 が 遅 延 す る お そ れ が あ る と 認 め た と き は 、

主 任 監 督 員 に 報 告 す る と と も に 、 請 負 人 に 必 要 な 指 示 を し な け れ

ば な ら な い 。  

３  担 当 監 督 員 は 、 天 災 そ の 他 事 故 に よ っ て 工 事 の 進 捗 が 妨 げ ら れ

た と き は 、 主 任 監 督 員 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

４  主 任 監 督 員 は 、 第 ２ 項 の 報 告 が あ っ た と き 、 又 は 前 項 の 指 示 を

し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 総 括 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

 

( 臨 機 の 措 置 )  

第 ７ 条  担 当 監 督 員 は 、 災 害 の 防 止 そ の 他 工 事 の 施 行 上 緊 急 や む を

得 ず 臨 機 の 措 置 を と ら せ る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 主 任 監 督

員 に 報 告 し て そ の 指 示 を 受 け 、 請 負 人 に そ の 措 置 に つ い て 指 示 を

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 急 迫 の 事 情 が あ る 場 合 で そ の い と

ま が な い と き は 、 自 ら の 判 断 で 指 示 し 、 直 ち に そ の て ん 末 を 主 任

監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  担 当 監 督 員 は 、 請 負 人 か ら 災 害 の 防 止 そ の 他 工 事 の 施 行 上 急 迫

の 事 情 が あ る と 判 断 し て と っ た 措 置 に つ い て そ の 旨 の 通 知 を 受 け

た と き は 、 意 見 を 付 し て 主 任 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  主 任 監 督 員 は 、 第 １ 項 の 指 示 を し た と き 、 又 は 前 項 の 報 告 が あ

っ た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 総 括 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

 

( 施 工 の 際 の 立 会 い そ の 他 の 方 法 に よ る 確 認 等 )  

第 ８ 条  担 当 監 督 員 は 、 契 約 規 程 第 ２ 条 に お い て 準 用 す る 契 約 規 則

に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 立

会 い そ の 他 の 方 法 に よ り そ の 施 工 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 工 事 の 内 容 に よ り 重 要 な 施 工 と 認 め ら れ る と き 。  

(2) 工 事 完 成 後 の 検 査 が 極 め て 困 難 で あ り 、 又 は 検 査 に 多 額 の 費

用 が 要 す る と 認 め ら れ る 施 工 を す る と き 。  

(3) 工 期 及 び 施 工 技 術 よ り み て 、 や り 直 し が き か な い と 判 断 し た

と き 。  

２  担 当 監 督 員 は 、 前 項 の 確 認 を 行 う と き は 、 そ の 旨 を あ ら か じ め

請 負 人 に 指 示 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

３  担 当 監 督 員 は 、 請 負 人 が 担 当 監 督 員 の 指 示 に 反 し て 第 １ 項 に 規

定 す る 立 会 若 し く は そ の 他 の 方 法 に よ る 確 認 を 受 け な い で 施 工 し



た と き 、 又 は 特 に 破 壊 し て 確 認 を す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、

そ の 実 状 を 主 任 監 督 員 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

４  主 任 監 督 員 は 、 前 項 の 指 示 を し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を

総 括 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

( 手 直 し の 指 示 )  

第 ９ 条  監 督 員 は 、 工 事 の 施 行 が 設 計 図 書 に 適 合 し な い と 認 め る と

き は 、 請 負 人 に 対 し 手 直 し を 指 示 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 総 括 監 督 員 は 、 交 通 局 請 負 工 事 検

査 事 務 取 扱 規 程 ( 平 成 11 年 ３ 月 交 通 局 達 第 ５ 号 ) 第 ６ 条 第 ３ 項 又

は 第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 請 負 人 の 給 付 が 当 該 契 約 の 内 容 に 適

合 し な い 旨 の 通 知 を 受 け た と き は 、 請 負 人 に 対 し 手 直 し を 指 示 し

な け れ ば な ら な い 。  

 

( 設 計 図 書 に 明 記 さ れ て い な い 場 合 の 措 置 等 )  

第 10 条  担 当 監 督 員 は 、 契 約 規 程 第 ２ 条 に お い て 準 用 す る 契 約 規 則

第 67 条 第 １ 項 の 確 認 を 求 め ら れ た と き 、 又 は 自 ら 同 項 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る 事 実 を 発 見 し た と き は 、 主 任 監 督 員 に 報 告 し 、 そ

の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 事 実 が 軽 微 な も の

に つ い て は 自 ら の 判 断 で そ の 措 置 を 請 負 人 に 指 示 し 、 そ の 旨 を 主

任 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

( 工 事 の 変 更 等 )  

第 11 条  担 当 監 督 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 速

や か に 、 理 由 を 付 し て 主 任 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 工 事 の 内 容 を 変 更 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

(2) 工 事 を 打 ち 切 る 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

(3) 工 事 を 一 時 中 止 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

２  主 任 監 督 員 は 、 前 項 の 報 告 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨

を 総 括 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  総 括 監 督 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場

合 は 、 請 負 人 に 対 し 、 工 事 の 内 容 の 変 更 を 指 示 す る こ と が で き る

。 た だ し 、 契 約 変 更 に 当 た っ て 請 負 金 額 が 当 初 の 30 ％ を 超 え て 増

減 す る 設 計 変 更 の 場 合 を 除 く 。  

(1) 客 観 的 に 工 事 の 変 更 が 避 け ら れ な い と 認 め ら れ る と き 。  

(2) 早 急 に 工 事 の 内 容 を 変 更 し な け れ ば 工 事 の 目 的 達 成 に 支 障 が

あ る と 認 め ら れ る と き 。  

４  主 任 監 督 員 は 、 緊 急 に 工 事 を 中 止 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 上 司 の 決 裁 を 受 け る 以 前 に お い て 、 担 当 監 督 員 を し て 請 負 人

に 工 事 の 一 時 中 止 を 指 示 さ せ る こ と が で き る 。  



 

( 監 督 に よ る 指 示 の 方 法 )  

第 12 条  監 督 員 は 、 こ の 規 程 に 基 づ い て 請 負 人 に 対 し て 必 要 な 指 示

を す る と き は 、 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

( 工 事 の 監 督 の 記 録 )  

第 13 条  監 督 員 は 、 第 ６ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 行 っ た 措 置 、

指 示 そ の 他 の 事 項 を 書 面 に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 

( 監 督 の 基 準 )  

第 14 条  監 督 に 必 要 な 技 術 的 基 準 に つ い て は 、 管 理 者 が 定 め る と こ

ろ に よ る 。  

 

( こ の 規 程 の 適 用 等 )  

第 15 条  管 理 者 が 、 あ ら か じ め 工 事 の 内 容 又 は 請 負 金 額 を 考 慮 し て

認 め た 工 事 の 監 督 に つ い て は 、 こ の 規 程 に 定 め る 監 督 事 務 の 一 部

を 省 略 し 、 又 は 別 に 管 理 者 が 定 め る 監 督 事 務 の 方 法 に よ る こ と が

で き る 。  

２  経 営 管 理 部 、 総 務 部 、 安 全 管 理 部 、 高 速 鉄 道 本 部 、 及 び 自 動 車

本 部 に お い て は 、 こ の 規 程 の 全 部 又 は 一 部 を 準 用 し て 監 督 事 務 を

取 り 扱 う こ と が で き る 。  

 

附  則  

( 施 行 期 日 )  

１  こ の 達 は 、 平 成 11 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

( 交 通 局 特 定 請 負 土 木 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 等 の 廃 止 )  

２  次 に 掲 げ る 達 は 、 廃 止 す る 。  

(1) 交 通 局 特 定 請 負 土 木 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 ( 平 成 ６ 年 ６ 月

交 通 局 達 第 21 号 )  

(2) 交 通 局 特 定 請 負 営 繕 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 ( 平 成 ９ 年 ８ 月

交 通 局 達 第 28 号 )  

( 経 過 措 置 )  

３  こ の 達 の 施 行 の 際 現 に こ の 達 に よ る 改 正 前 の 交 通 局 請 負 工 事

監 督 事 務 取 扱 規 程 の 規 定 に よ り な さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、

こ の 達 に よ る 改 正 後 の 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 の 規 定

に よ り な さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

 

附  則 ( 平 成 14 年 ４ 月 交 通 局 達 第 12 号 )  

( 施 行 期 日 )  

１  こ の 達 は 、 平 成 14 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

( 経 過 措 置 )  



２  こ の 達 の 施 行 の 際 現 に こ の 達 に よ る 改 正 前 の 交 通 局 請 負 工 事 監

督 事 務 取 扱 規 程 の 規 定 に よ り な さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の

達 に よ る 改 正 後 の 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 の 規 定 に よ り

な さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

 

附  則 ( 平 成 21 年 ３ 月 交 通 局 達 第 16 号 )  

( 施 行 日 )  

１  こ の 達 は 、 平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

( 経 過 措 置 )  

２  こ の 達 の 施 行 の 際 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事

務 取 扱 規 程 の 規 定 に よ り な さ れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 達 に

よ る 改 正 後 の 交 通 局 請 負 工 事 監 督 事 務 取 扱 規 程 の 規 定 に よ り な さ

れ た 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

 

附  則 ( 平 成 21 年 ９ 月 交 通 局 達 第 20 号 )  

こ の 達 は 、 平 成 21 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 ( 平 成 22 年 ３ 月 交 通 局 達 第 ３ 号 )  

こ の 達 は 、 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 ( 平 成 24 年 ９ 月 交 通 局 達 第 ６ 号 )  

( 施 行 日 )  

こ の 達 は 、 平 成 24 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 平 成 27 年 ３ 月 交 通 局 達 第 10 号 )  

こ の 達 は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 平 成 31 年 ３ 月 交 通 局 達 第 ２ 号 )  

こ の 達 は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 令 和 ２ 年 ３ 月 交 通 局 達 第 12 号 )  

こ の 達 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 令 和 ６ 年 ４ 月 交 通 局 達 第 ６ 号 )  

( 施 行 日 )  

１  こ の 達 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

( 経 過 措 置 )  

２  こ の 達 の 施 行 の 際 、 こ の 達 に よ る 改 正 前 の 交 通 局 請 負 工 事 監

督 事 務 取 扱 規 程 第 11 条 第 ３ 項 の 規 定 に つ い て 、 現 に 工 事 の 設 計

変 更 の 処 理 の 過 程 に あ る 事 案 の 処 理 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  


